
 

 

 

令和５年４月より、待機児童対策及び村外の近隣市町村で勤務する保護者の利便性向上のため、

認可外保育施設に通うお子さまの保育料等を全額助成します。 

 幼児教育・保育無償化（国の無償化制度）により補助される「施設等利用給付費」と中札内村が 

助成する「中札内村認可外保育施設保育料助成金」により助成します。 

   

 

≪０～２歳児クラスの非課税世帯が認可外保育施設を利用した場合≫ 

 

                          

      月額保育料               

      45,000円 

     （食材料費除く） 

 

 

区分 国の無償化制度 中札内村助成事業 

０～２歳児 

クラス 

課税世帯 対象外 かかった保育料等を全額助成 

非課税世帯 月 42,000円まで 
かかった保育料等から国の無償化

制度を除いた額を全額助成 

３～５歳児 

クラス 

課税世帯 
月 37,000円まで 

かかった保育料等から国の無償化

制度を除いた額を全額助成 非課税世帯 

 

１．対象者                                                                     

  中札内村に住民登録があり、保育の必要性がある児童 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

認可外保育施設保育料助成事業について 

認可外保育施設 

保育料助成金 

国の無償化 

（42,000 円上限） 

国の無償化制度の上限を超えた分 
3,000円を村が助成 

（食材料費は全額、村が負担） 

〇就労（月 48時間以上の就労を常態としている） 

〇妊娠・出産（出産予定日の３月前から産後８週間） 

〇疾病または障がい 

〇親族の介護・看護 

〇求職活動中（３か月間） 

〇就学 

〇被災家庭 

 

【認可外保育施設とは・・・】 

 保育施設には「認可」と「認可外」がありますが、「認可」とは厚生労働省の基準を満たし、自治体が認可した園の 

ことで、「認可外」とは厚生労働省の基準以下で運営しておりますが、道の一定の設置基準を満たした園のことです。 



 

２．対象施設                                                          

  北海道に届出を行っている認可外保育施設 

※施設一覧は北海道 HP「幼児教育・保育無償化について」をご覧ください。 
 

 

３．助成内容                                                           

助成する対象  保育料及び食材料費（給食費やおやつの副食費含む） 

          ※入園費、光熱費、通園送迎費など食材料費以外の実費徴収分は対象外です。 

助  成  額  国の無償化と合わせて全額助成 

 

 

４．申請・請求の流れ                                          

 ①「保育料助成金認定請求書」を提出し認定を受ける  

  ※1月 2日以降に転入した世帯は課税証明書が必要になります。 

②認可外保育施設へ保育料を一旦支払う 

➂「保育料等助成金請求書」とともに、保育料等の支払額を証明する書類（保育提供証明書等） 

を添付し請求する。 

④指定口座へ保育料が償還払いされる 

 

※請求時期は目安として四半期毎にお願いしていますが、個別にご相談ください。 

 

５．申請・請求に必要なもの（※申請用紙は保健センターにあります。）                                

     

≪共通で必要なもの≫ ★は年度内、初回申請時のみ 

必要書類 

１ ★ 認定請求書 

２  保育料等助成金請求書 

３  保育提供証明書（保育料等の支払い額がわかる書類） 

４ ★ 同意書 

５ ★ 保育の必要性があることを証明する書類 

 ① 就労 就労証明書（月 48時間以上） 

 ② 産前産後 母子手帳の写し 

 ➂ 疾病または障がい 医師の診断書、障害者手帳の写し 

 ④ 親族の介護・看護 医師の診断書、介護保険証等 

 ⑤ 求職活動中 ハローワーク等の証明 

 ⑥ 就学 在学証明書 

 ⑦ 被災家庭 罹災証明書 

 

＊＊お問い合わせ・提出先＊＊  保健センター内 福祉課福祉グループ（６７）２３２１ 


